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○
経
済
産
業
省
告
示
第
百
七
十
六
号 

 

外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
外
国
為
替
令
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
要

す
る
特
定
資
本
取
引
（
平
成
十
五
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

西
村 

康
稔 

  

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

一 

［
略
］ 

二 

居
住
者
に
よ
る
特
定
資
本
取
引
（
外
国
為
替

令
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
契
約
（

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
契
約
を
含

一 

［
略
］ 

二 

居
住
者
に
よ
る
特
定
資
本
取
引
（
外
国
為
替

令
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
契
約
（

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
契
約
を
含
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む
。
）
に
基
づ
く
特
定
資
本
取
引
及
び
同
項
第

四
号
に
掲
げ
る
契
約
で
金
銭
の
借
入
契
約
に
該

当
す
る
も
の
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
契
約
で
暗
号
資
産
の
借
入
契
約
に
該
当
す

る
も
の
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
特
定
資
本
取
引

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
者
と
の
間

で
行
う
も
の 

イ
～
リ 

［
略
］ 

ヌ 

ク
リ
ミ
ア
自
治
共
和
国
及
び
セ
ヴ
ァ
ス
ト

ー
ポ
リ
特
別
市
の
ロ
シ
ア
連
邦
へ
の
「
併
合

」
又
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
不
安
定
化
に
直

接
関
与
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
者
並
び
に

む
。
）
に
基
づ
く
特
定
資
本
取
引
及
び
同
項
第

四
号
に
掲
げ
る
契
約
で
金
銭
の
借
入
契
約
に
該

当
す
る
も
の
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
第
四
号
に
掲

げ
る
契
約
で
暗
号
資
産
の
借
入
契
約
に
該
当
す

る
も
の
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
特
定
資
本
取
引

を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
者
と
の
間

で
行
う
も
の 

イ
～
リ 

［
略
］ 

ヌ 

ク
リ
ミ
ア
自
治
共
和
国
及
び
セ
ヴ
ァ
ス
ト

ー
ポ
リ
特
別
市
の
ロ
シ
ア
連
邦
へ
の
「
併
合

」
又
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
不
安
定
化
に
直

接
関
与
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
者
並
び
に
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ロ
シ
ア
連
邦
に
よ
る
「
編
入
」
と
称
す
る
行
為

に
直
接
関
与
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
東
部
・
南
部
地
域
の
関

係

者

と

判

断

さ
れ
る
者
と
し
て
外
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
国
際
平
和
の
た
め
の
国
際
的
な
努
力
に
我

が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に
講
ず
る
資
産

凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る
ク
リ
ミ
ア
自

治
共
和
国
及
び
セ
ヴ
ァ
ス
ト
ー
ポ
リ
特
別
市

の
ロ
シ
ア
連
邦
へ
の
「
併
合
」
又
は
ウ
ク
ラ

イ
ナ
東
部
の
不
安
定
化
に
直
接
関
与
し
て
い

る

と

判

断

さ

れ

る

者

並

び

に

ロ
シ
ア
連
邦
に

よ
る
「
編
入
」
と
称
す
る
行
為
に
直
接
関
与
し

て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
東
部
・

「
ド
ネ
ツ
ク
人
民
共
和
国
」
（
自
称
）
及
び

「
ル
ハ
ン
ス
ク
人
民
共
和
国
」
（
自
称
）
関

係
者
と
判
断
さ
れ
る
者
と
し
て
外
務
大
臣
が

定
め
る
も
の
（
国
際
平
和
の
た
め
の
国
際
的

な
努
力
に
我
が
国
と
し
て
寄
与
す
る
た
め
に

講
ず
る
資
産
凍
結
等
の
措
置
の
対
象
と
な
る

ク
リ
ミ
ア
自
治
共
和
国
及
び
セ
ヴ
ァ
ス
ト
ー

ポ
リ
特
別
市
の
ロ
シ
ア
連
邦
へ
の
「
併
合
」

又
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
不
安
定
化
に
直
接

関
与
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
者
並
び
に
「

ド
ネ
ツ
ク
人
民
共
和
国
」
（
自
称
）
及
び
「

ル
ハ
ン
ス
ク
人
民
共
和
国
」
（
自
称
）
関
係

者
と
判
断
さ
れ
る
者
を
指
定
す
る
件
（
平
成
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南
部
地
域
の
関

係

者

と

判

断

さ

れ

る

者

を

指

定
す
る
件
（
平
成
二
十
六
年
外
務
省
告
示
第

二
百
六
十
七
号
）
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

） 

ル
～
タ 

［
略
］ 

三
・
四 

［
略
］ 

二
十
六
年
外
務
省
告
示
第
二
百
六
十
七
号
）

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
） 

 

 

ル
～
タ 

［
略
］ 

三
・
四 

［
略
］ 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
は
注
記
で
あ
る
。 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


